
  

(目的） (目的）

第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.放送法による地上基幹放送事業 1.放送法による地上基幹放送事業

2.放送番組、録音及び録画の製作並びに販売 2.放送番組、録音及び録画の製作並びに販売

3.映画、音楽、美術、スポーツその他の文化事業の企画、製作、 3.映画、音楽、美術、スポーツその他の文化事業の企画、製作、

　興行並びにその販売 　興行並びにその販売

4.出版物の発行並びに販売 4.出版物の発行並びに販売

5.放送に関わる著作物及び標章等を複製使用した日用品、雑貨、 5.放送に関わる著作物及び標章等を複製使用した日用品、雑貨、

　スポーツ用品、衣類、電気機械器具、時計、玩具、録音及び録画 　スポーツ用品、衣類、電気機械器具、時計、玩具、録音及び録画

　テープ、レコード、飲食物の販売 　テープ、レコード、飲食物の販売 　

6.インターネット及びテレビ番組等による通信販売業務並びに代理 6.インターネット及びテレビ番組等による通信販売業務並びに代理

　業務 　業務

7.不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有管理及び利用 7.インターネットを利用した動画、映像等に関する企画、開発、制作、

  　販売、運営及び管理、またはそれらの受託

8.住宅展示施設の運営並びにその関連業務 （以降1項ずつ順送り）

9.酒類の販売業務 8.不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有管理

10.広告代理業 　 及び利用

11.損害保険代理業務 9.住宅展示施設の運営並びにその関連業務

12.前各号に関連する一切の業務 10.酒類の販売業務

11.広告代理業

12.損害保険代理業務

13.前各号に関連する一切の業務

定款の一部変更 新旧対比表

旧 新


